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設 置 基 準 と は ？
　学校教育法第３条で、学校を設置する者は「設備、編制そ
の他に関する設置基準に従い、これを設置しなければなら
ない」と定められ、幼稚園から小中学校、高校、大学、各種学
校まで、すべての学校に設置基準が策定されています。
　設置基準では、学級の編制から校舎や
運動場の面積等が定められ、校舎に備え
るべき施設も明記されています。
　その設置基準が特別支援学校だけに
ないため、学校規模の２倍、３倍の子ど
もたちがつめこまれています。

国は特別支援学校
にも「設置基準」を
つくって下さい

　全国で特別支援学校に通う生徒が増えているにもかか
わらず、増加に見合う学校建設が行われていません。10
年間で約27,000人以上増えているにもかかわらず、学
校数がわずかしか増えていないため、各学校では人権侵
害ともいえる劣悪な教育環境を強いられています。この
原因は、特別支援学校だけに設置基準がないことです。
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